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【
常
任
委
員
会
】
じ
ょ
う
に
ん
い
い
ん

か
い

　

常
任
委
員
会
は
、
議
会
で
議
決
す
る

議
案
等
を
専
門
的
に
審
査
す
る
内
部
機

関
で
す
。
地
方
自
治
法
に
よ
り
、
常
任

委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ

て
お
り
、
条
例
で
設
置
す
る
委
員
会
の

数
や
委
員
数
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

秩
父
市
議
会
で
は
４
つ
の
常
任
委
員

会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
各
委
員
会
が

担
当
す
る
分
野
に
議
案
等
を
分
け
、
そ

れ
ぞ
れ
調
査
、
審
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
議
員
は
少
な
く
と
も
１
つ
の

常
任
委
員
会
に
属
す
る
こ
と
が
法
律
で

決
め
ら
れ
て
お
り
、
議
会
で
（
ま
た
は

議
長
に
よ
り
）
選
任
さ
れ
ま
す
。

　

秩
父
市
議
会
の
常
任
委
員
会
お
よ
び

担
当
分
野
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◆
総
務
委
員
会
（
７
人
）

市
長
室
、
総
務
部
、
財
務
部
、
会
計

課
、
議
会
事
務
局
、
監
査
委
員
、
選

挙
管
理
委
員
会
、
公
平
委
員
会
お
よ

び
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
に
関

係
す
る
事
項
。

◆
建
設
委
員
会
（
７
人
）

地
域
整
備
部
お
よ
び
水
道
部
に
関
係

す
る
事
項
。

◆
生
活
産
業
委
員
会
（
６
人
）

環
境
部
、
市
民
部
、
産
業
観
光
部
お

よ
び
農
業
委
員
会
に
関
係
す
る
事
項
。

◆
文
教
福
祉
委
員
会
（
６
人
）

健
康
福
祉
部
、
教
育
委
員
会
、
市
立

病
院
お
よ
び
大
滝
国
民
健
康
保
険
診

療
所
に
関
連
す
る
事
項
。

【
議
会
運
営
委
員
会
】
ぎ
か
い
う
ん
え

い
い
い
ん
か
い

　

議
会
運
営
委
員
会
は
、
議
会
が
円
滑

に
行
わ
れ
る
た
め
に
調
査
・
研
究
な
ど

を
行
う
機
関
で
す
。
そ
の
他
に
、
議
案

等
の
審
査
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

委
員
数
は
、
条
例
で
８
人
と
決
め
ら

れ
て
お
り
、
議
会
で

（
ま
た
は
議
長
に
よ

り
）
選
任
さ
れ
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
次

の
事
項
を
調
査
す
る

こ
と
が
法
律
で
決
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

① 

議
会
の
運
営
に
関

す
る
事
項

② 

議
会
の
会
議
規
則

や
、
委
員
会
の
条

例
な
ど
に
関
す
る

事
項

③ 

議
長
の
諮
問
に
関

す
る
事
項

【
特
別
員
会
】

と
く
べ
つ
い
い
ん
か
い

　

特
別
委
員
会
は
、

議
会
や
市
全
体
に
係

わ
る
特
別
な
事
項
等

を
、
調
査
お
よ
び
審

査
す
る
た
め
の
機
関

で
す
。

　

例
え
ば
、
２
つ
以

上
の
常
任
委
員
会
に

属
す
る
事
項
、
特
に
重
要
で
あ
る
た
め

特
別
の
構
成
員
に
よ
っ
て
調
査
や
審
査

を
行
う
必
要
が
あ
る
事
項
、
各
常
任
委

員
会
に
属
さ
な
い
事
項
な
ど
を
調
査
、

審
査
す
る
場
合
に
設
置
さ
れ
ま
す
。

　

秩
父
市
議
会
で
は
、
議
会
改
革
特
別

委
員
会
や
、
市
役
所
本
庁
舎
及
び
市
民

会
館
建
替
え
調
査
特
別
委
員
会
な
ど
が

設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

会派ごとの賛否
　

８
人

市
民
ク

　

６
人

彩
政
会

　

４
人

共
産
党

　

２
人

公
明
党

　

２
人

新　

風

　

１
人

無
会
派議案、請願の件名 議決結果

25
年
補
正
予
算

一般会計補正予算（第４回） 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ×

国民健康保険特別会計補正予算（第２回） 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

介護保険特別会計補正予算（第２回） 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

下水道事業特別会計補正予算（第２回） 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

農業集落排水事業特別会計補正予算（第３回） 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

戸別合併処理浄化槽事業特別会計補正予算（第２回）原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

水道事業会計補正予算（第３回） 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

市立病院事業会計補正予算（第２回） 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

会派ごとの賛否
　

８
人

市
民
ク

　

６
人

彩
政
会

　

４
人

共
産
党

　

２
人

公
明
党

　

２
人

新　

風

　

１
人

無
会
派議案、請願の件名 議決結果

条
例

おもてなし条例の制定 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

融資審査会条例の廃止 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

市税条例の一部改正 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

国民健康保険税条例の一部改正 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○

下水道条例の一部改正 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
員
提
出
議
案

過疎対策の積極的推進を求める意見書 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

消費税の軽減税率制度の導入を求める意見書 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

森林・林業・木材関連産業政策の推進に関する意見書 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を
促進するための法律の制定を求める意見書 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

請
願
「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用
を促進するための法律の制定を求める意見書」に関
する請願　【付託先：生活産業委員会】

採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○

12月定例会で審議した議案、請願の結果12月定例会で審議した議案、請願の結果

市民ク：市民クラブ　彩政会：彩政会　共産党：日本共産党秩父市議団
公明党：公明党　新風：新風　無会派：会派に属さない議員
※議長は人数に含まれていない。 ○：賛成　×：反対　○ /○：賛成人数／会派人数

請願・陳情はこんな方法で ••••請願・陳情はこんな方法で ••••請願・陳情はこんな方法で ••••
　請願を市議会へ提出する場合は、
次の様式で作成し、議会事務局へ提
出して下さい。

①請願・陳情の件名
　（「◯◯に関する請願」または
　「◯◯に関する陳情」）
②要旨・理由
　（内容は簡単明瞭に）

③ 請願・陳情者の住所、氏名及び押
印（多人数で請願・陳情する場合
は、必ず代表者を決めてください。）

④ 請願は１人以上の議員の紹介が必
要です。紹介議員の署名又は記名
押印を受けてください。陳情も様
式は請願と同じですが、紹介議員
は必要ありません。

⑤ 請願・陳情の提出はいつでも受け

付けますが、当該定例市議会にか
かるものは、事務処理の都合上、
定例市議会の招集初日の正午まで
に提出をお願いします。
⑥ 請願・陳情の様式は、Ａ４判縦、
横書きでお願いします。
⑦ 詳しくは議会事務局へお問い合わ
せください。
　（下記は請願書様式です。）

◯◯に関する請願者名簿

住　所 氏　名 印

請
願
者
が
多
人
数
の
場
合

◯◯に関する請願
趣旨
◯◯◯◯ ····。
説明
◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯ ····。
上請願します。

平成◯年◯月◯日
請願者（代表者）住所
　　　氏　　名　㊞

秩父市議会
議長　◯◯◯◯様

（
文
例
）

請　願　書

紹介議員
氏　　名　㊞
　（署名または記名押印）

表
紙
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● 

意
見
書

意
見
書

　

12
月
定
例
会
の
最
終
日
に
、
議
員
提

出
議
案
の
意
見
書
４
件
が
提
出
さ
れ
、

審
査
の
結
果
、
全
て
原
案
の
と
お
り
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

　

可
決
さ
れ
た
意
見
書
は
、
内
閣
総
理

大
臣
を
は
じ
め
、
関
係
行
政
庁
等
に
送

付
さ
れ
ま
し
た
。
内
容
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

過
疎
対
策
の
積
極
的
推
進
を
求

過
疎
対
策
の
積
極
的
推
進
を
求

め
る
意
見
書

め
る
意
見
書

１　

地
方
交
付
税
を
充
実
し
過
疎
市
町

村
の
財
政
基
盤
を
強
化
す
る
と
と
も

に
、
過
疎
対
策
事
業
債
の
必
要
額
を

確
保
し
、
道
路
・
橋
梁
の
維
持
補
修

な
ど
に
過
疎
対
策
事
業
債
を
適
用
す

る
対
象
事
業
の
拡
大
を
図
る
こ
と
。

２　

医
療
や
雇
用
の
確
保
、
交
通
や
教

育
環
境
の
整
備
等
を
積
極
的
に
推
進

し
住
民
が
安
心
・
安
全
に
暮
ら
せ
る

た
め
の
生
活
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
。

３　

過
疎
地
域
に
お
い
て
も
高
度
情
報

通
信
等
社
会
の
恩
恵
を
享
受
で
き
る

よ
う
高
度
情
報
通
信
基
盤
の
整
備
を

図
る
と
と
も
に
、
過
疎
地
域
の
活
性

化
や
中
心
都
市
と
の
交
流
の
促
進
を

図
る
た
め
、
道
路
網
の
整
備
を
促
進

す
る
こ
と
。

４　

森
林
の
管
理
、
農
地
の
利
用
、
地

域
資
源
を
活
用
し
た
観
光
及
び
地
場

産
業
の
振
興
等
過
疎
地
域
の
環
境
と

特
性
を
活
か
し
た
産
業
振
興
を
支
援

し
、
新
た
な
雇
用
を
創
出
す
る
こ
と
。

５　

集
落
対
策
、
都
市
と
の
交
流
、
多

様
な
主
体
の
協
働
に
よ
る
地
域
社
会

の
活
性
化
と
人
材
の
育
成
・
活
用
等

に
よ
る
総
合
的
な
集
落
対
策
を
積
極

的
に
推
進
す
る
こ
と
。

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
の
導

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
の
導

入
を
求
め
る
意
見
書

入
を
求
め
る
意
見
書

　
「
軽
減
税
率
制
度
」
の
導
入
へ
向
け

て
、
年
内
に
結
論
を
得
る
よ
う
そ
の
議

論
を
加
速
し
、
軽
減
税
率
を
適
用
す
る

対
象
、
品
目
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事

業
者
等
に
対
す
る
事
務
負
担
の
配
慮
な

ど
を
含
め
た
制
度
設
計
の
基
本
方
針
に

つ
い
て
、
鋭
意
検
討
を
進
め
、
そ
の
実

現
へ
向
け
て
の
環
境
整
備
を
図
る
こ
と
。

森
林
・
林
業
・
木
材
関
連
産
業

森
林
・
林
業
・
木
材
関
連
産
業

政
策
の
推
進
に
関
す
る
意
見
書

政
策
の
推
進
に
関
す
る
意
見
書

１　
「
森
林
・
林
業
基
本
計
画
」
に
基

づ
く
森
林
・
林
業
の
再
生
と
、
森
林

の
多
面
的
機
能
の
持
続
的
発
揮
に
向

け
、
森
林
整
備
の
推
進
と
地
球
温
暖

化
防
止
森
林
吸
収
源
と
な
る
森
林
の

拡
大
・
機
能
向
上
に
必
要
な
予
算
を

確
保
す
る
こ
と
。

　
　

ま
た
、「
地
球
温
暖
化
対
策
の
た

め
の
税
」
の
使
途
に
森
林
吸
収
源
対

策
を
追
加
す
る
等
、
森
林
吸
収
源
対

策
に
係
る
安
定
的
財
源
確
保
を
図
る

と
と
も
に
、
適
切
な
更
新
に
よ
っ
て

森
林
資
源
を
循
環
さ
せ
る
た
め
の
再

造
林
、
苗
木
の
安
定
供
給
等
に
係
る

必
要
予
算
を
確
保
す
る
こ
と
。

　
　

あ
わ
せ
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ

て
柔
軟
に
対
応
で
き
る
予
算
の
継
続
、

確
保
を
図
る
こ
と
。

２　

民
有
林
に
お
け
る
森
林
経
営
計
画

の
定
着
に
向
け
、
境
界
確
定
、
路
網

整
備
、
不
在
村
者
対
応
を
は
じ
め
と

す
る
集
約
化
促
進
に
対
す
る
支
援
の

拡
充
、
計
画
を
作
成
す
る
人
材
の
育

成
・
確
保
等
、
地
域
要
望
を
踏
ま
え

た
対
策
を
強
化
す
る
こ
と
。

　
　

ま
た
、林
業
技
術
労
働
者
の
育
成
・

確
保
、
定
着
に
向
け
、
現
場
作
業
に

お
け
る
安
全
確
保
対
策
の
拡
充
、
賃

金
等
の
処
遇
改
善
を
図
る
こ
と
。

３　
「
木
材
自
給
率
50
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
」
の
達
成
に
向
け
、「
公
共
建
築

物
等
木
材
利
用
促
進
法
」
に
基
づ
く

地
域
材
を
利
用
し
た
公
共
建
築
物
整

備
の
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
木
材

の
安
定
供
給
に
係
る
地
域
材
の
計
画

的
供
給
体
制
・
販
売
体
制
の
確
立
を

図
る
こ
と
。

４　

東
日
本
大
震
災
被
災
地
域
の
復

興
・
再
生
及
び
雇
用
拡
充
対
策
を
図

る
と
と
も
に
、
福
島
原
発
事
故
に
係

る
対
策
に
つ
い
て
は
、
森
林
の
除
染

な
ど
を
推
進
し
、
地
域
の
主
要
な
産

業
で
あ
る
林
業
・
木
材
産
業
を
再
生

さ
せ
る
な
ど
、
地
域
住
民
の
雇
用
・

生
活
の
場
を
確
保
す
る
こ
と
。

　
　

ま
た
、
除
染
作
業
等
に
従
事
す
る

労
働
者
に
つ
い
て
は
、
放
射
線
障
害

防
止
の
た
め
の
措
置
を
確
実
に
実
施

す
る
な
ど
日
常
的
な
安
全
諸
対
策
の

徹
底
を
含
め
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
を
改

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
を
改

正
し
、
発
生
抑
制
と
再
使
用
を

正
し
、
発
生
抑
制
と
再
使
用
を

促
進
す
る
た
め
の
法
律
の
制
定

促
進
す
る
た
め
の
法
律
の
制
定

を
求
め
る
意
見
書

を
求
め
る
意
見
書

１　

容
器
包
装
の
拡
大
生
産
者
責
任
を

強
化
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
社
会
的
コ

ス
ト
を
低
減
す
る
た
め
、分
別
収
集
・

選
別
保
管
の
費
用
に
つ
い
て
製
品
価

格
へ
の
内
部
化
を
進
め
る
こ
と
。

２　

レ
ジ
袋
使
用
量
を
大
幅
に
削
減
す

る
た
め
、
有
料
化
な
ど
の
法
制
化
に

つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

３　

環
境
教
育
を
強
化
し
、
リ
ユ
ー
ス

を
普
及
す
る
た
め
、
学
校
給
食
の
飲

料
容
器
の
ビ
ン
利
用
が
促
進
さ
れ
る

よ
う
に
、
様
々
な
環
境
を
整
備
す
る

こ
と
。

　

本
会
議
の
初
日
（
議
案
説
明
等
）、

議
案
に
対
す
る
質
疑
、
一
般
質
問
、
本

会
議
の
最
終
日
（
採
決
等
）
の
映
像
を
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
録
画
中
継
し
て
い

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
録
画
中
継
を
見
る
方
法

「
秩
父
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」か
ら「
秩

父
市
議
会
」
を
ク
リ
ッ
ク
し
、
そ
の
中

の
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
録
画
中
継
」
を

ク
リ
ッ
ク
す
る
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

検
索
で
「
秩
父
市
議
会
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
中
継
」
と
検
索
す
れ
ば
、
秩
父
市
議

会
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
の
ペ
ー
ジ
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
議
会
を

傍
聴
し
ま
せ
ん
か


